
現　　　行 ページ 修　正　案

第１章　総則 第１章　総則

第６節　各機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 第６節　各機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱

第２　処理すべき事務又は業務の大綱 第２　処理すべき事務又は業務の大綱

１・２（略）
３　指定地方行政機関
（略）
〔中部地方整備局〕
（１）（略）
（２）初動対応
　ア（略）
　イ　情報連絡員（リエゾン）等及び緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－
　　ＦＯＲＣＥ）を派遣し、被災地方公共団体等が行う被災状況の迅
　　速な把握、被災地へのアクセス確保、被害の発生及び拡大の防
　　止、被災地の早期復旧（追記）その他災害応急対策に対する支援
　　を行う。
（３）（略）
（略）

8

１・２（略）
３　指定地方行政機関
（略）
〔中部地方整備局〕
（１）（略）
（２）初動対応
　ア（略）
　イ　情報連絡員（リエゾン）等及び緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－
　　ＦＯＲＣＥ）を派遣し、被災地方公共団体等が行う被災状況の迅
　　速な把握、被災地へのアクセス確保、被害の発生及び拡大の防
　　止、被災地の早期復旧、給水支援その他災害応急対策に対する支
　　援を行う。
（３）（略）
（略）

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

４　指定公共機関 ４　指定公共機関
（略） （略）
〔西日本電信電話株式会社〕（略） 8 〔ＮＴＴ西日本株式会社〕（略）
〔エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社〕（略） 〔ＮＴＴドコモビジネス株式会社〕（略）
（略） （略）
５～７（略） ５～７（略）

※「西日本電信電話株式会社」 ※「ＮＴＴ西日本株式会社」
記載ページ　P.8、P.29、P.40、P.86（2か所）、P.87、P.88、P.94、
　　　　　　P.100（2か所）、P.162

記載ページ　P.8、P.29、P.40、P.86（2か所）、P.87、P.88、P.94、
　　　　　　P.100（2か所）、P.162

※「エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社」 ※「ＮＴＴドコモビジネス株式会社」
記載ページ　P.9、P.162 記載ページ　P.9、P.162

第２章　災害予防計画 第２章　災害予防計画

第２節　治水事業 第２節　治水事業

第４　流域水害対策 第４　流域水害対策

　その他防災対策として、準用河川の整備、ポンプ施設の整備、河川
への一時的流出量を抑制するため、調整池、小中学校のグラウンドや
公園等を活用した雨水貯留施設の設置、洪水ハザードマップの活用な
ど、流域の水害対策の実施に努める。

16

　その他防災対策として、準用河川の整備、ポンプ施設の整備、河川
への一時的流出量を抑制するため、調整池、小中学校のグラウンドや
公園等を活用した雨水貯留施設の設置、洪水ハザードマップの活用な
ど、流域（削除）水害対策の実施に努める。

建設部からの修正

社名変更による修正

1 ２０２５年修正事項一覧（風水害編）



2 ２０２５年修正事項一覧（風水害編）

現　　　行 ページ 修　正　案

第５　浸水想定区域のある市における措置 第５　浸水想定区域のある市における措置
１　市地域防災計画に定める事項 １　市地域防災計画に定める事項
（略） （略）
（１）～（３）（略） （１）～（３）（略）
（４）浸水想定区域内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これ
　　らの施設の名称及び所在地（ただし、イの施設については所有者
　　又は管理者から申出があった場合に限る。）

（４）浸水想定区域内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これ
　　らの施設の名称及び所在地（ただし、イの施設については所有者
　　又は管理者から申出があった場合に限る。）

ア・イ（略） ア・イ（略）
（追加）

16
ウ　地下街等として市地域防災計画で定められた施設で、利用者が
　洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水、内水、高潮の浸

水の防止を図る必要があると認められるもの。

地下街等の記載に伴
うまちづくり部から
の修正

（５）（略） （５）（略）
２　ハザードマップ（防災マップ）の配布（追記） ２　ハザードマップ（防災マップ）の配布等 表記の整理
（略） （略）
３・４（略） ３・４（略）

（第１０節第２ ９より転記） 第６　大規模工場等の所有者又は管理者における措置
浸水想定区域内に位置し、市地域防災計画にその名称及び所在地を

定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、次の措置をとるよう
努めなければならない。
１　計画の策定

大規模工場等の洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図る
ために必要な訓練その他の措置に関する計画の作成
２　訓練の実施

大規模工場等の洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止のため
の訓練の実施
３　自衛水防組織の設置

大規模工場等の洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を行う
自衛水防組織の設置及び市町村への報告

（追加）
第７　地下街等の所有者又は管理者における措置（市担当部：まちづく

り部）
当市の地下街等は、以下の施設と定める。

　　〇一宮駅東地下駐車場・一宮市銀座通公共駐車場（所在地：一宮市
栄2丁目・3丁目）

　水防法では、地下街等の所有者又は管理者に対し、避難の確保及び
浸水の防止のための措置に関する計画（避難確保・浸水防止計画）の
作成等を義務付けており、作成した計画に基づき、浸水によって避難
困難になる前に利用者が避難完了できるよう、必要に応じて浸水防止
用設備を整備し、浸水を防止又は越水して浸水するまでの時間を遅延
させる等の措置を図る。

第６（略） 第８（略）
第７（略） 第９（略）

記載箇所の見直しに
伴う修正

地下街等の記載に伴
うまちづくり部から
の修正



現　　　行 ページ 修　正　案

第３節　都市の防災性の向上 第３節　都市の防災性の向上

　（略） 　（略）

第１　都市計画 第１　都市計画

　　（略） 　　（略）
　１　都市計画のマスタープランの策定 18 　１　都市計画のマスタープランの策定

　都市計画区域マスタープラン、都市計画マスタープラン及び立地適
正化計画において、都市の防災性の向上に関する方針等を示すととも
に、マスタープラン等に基づき、道路・公園等の防災上重要な都市施
設等の整備や住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を促進する
（追加）。

　都市計画区域マスタープラン、都市計画マスタープラン及び立地適
正化計画において、都市の防災性の向上に関する方針等を示すととも
に、マスタープラン等に基づき、道路・公園等の防災上重要な都市施
設等の整備や住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を促進すると
ともに、立地適正化計画の防災指針における災害リスクに対する取組
を推進する。

まちづくり部からの
修正

　２～４（略） 　２～４（略）

第３　建築物の防災 第３　建築物の防災

　１～３（略） 　１～３（略）
４　公共施設（追記）における雨水流出抑制機能の確保 21 ４　公共施設等における雨水流出抑制機能の確保

　河川への雨水流出抑制を図る必要があることから、公共施設（追
記）の新設等に際して、必要な雨水流出抑制機能の確保を促進す
る。

　河川への雨水流出抑制を図る必要があることから、公共施設等の
新設等に際して、必要な雨水流出抑制機能の確保を促進する。

第４節　その他の防災事業 第４節　その他の防災事業

第１　地盤災害予防対策 第１　地盤災害予防対策

１　地盤沈下対策 １　地盤沈下対策
　地盤沈下の主な原因として地下水の過剰な汲み上げが考えられる
ので、地盤沈下の予測手段として地下水位の動向を把握するため、
市内１４箇所の地下水位観測地点にて水位観測を実施する。また、
市内千秋町浮野地内に設置されている一宮地盤沈下観測所、三条字
芦山地内に設置されている尾西地盤沈下観測所、木曽川町里小牧地
内に設置されている木曽川地盤沈下観測所の3箇所において水位の
動向を監視し、地盤沈下の状況を把握しその防止に努める。

22 　地盤沈下の主な原因は、地下水の過剰な汲み上げが考えられる
(削除)。地盤沈下の予測手段として地下水位を測定することで動向
を把握し、その防止に努める。

環境部からの修正

（追加） ２　宅地造成等の規制誘導
（１）宅地造成等工事規制区域

市は、宅地造成又は土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれが大き
い市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域
として市全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定した。

市は、宅地造成等工事規制区域内の工事等について、災害防止の
ため必要な規制を行う。

令和７年５月９日に
市全域が区域指定さ
れたことによる修正

（２）既存盛土等調査
市は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく管内の既存盛土等

に関する調査等を実施し、必要に応じ、把握した盛土等について安
全性把握のための詳細調査や経過観察等を行うものとする。また、
既存盛土等に危険が確認された場合については、法令に基づき監督
処分や改善命令等の必要な措置を行う。

２（略） ３（略）

建設部からの修正

3 ２０２５年修正事項一覧（風水害編）



4 ２０２５年修正事項一覧（風水害編）

現　　　行 ページ 修　正　案

第４　応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備 第４　応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備

１（略） １（略）
２　罹災証明書及び被災証明書の発行体制の整備 ２　罹災証明書及び被災証明書の発行体制の整備
　（略） 　（略）

また、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局と応急危険
　度判定担当部局とが非常時の情報共有体制についてあらかじめ検討
　し、必要に応じて、発災後に応急危険度判定の判定実施計画や判定
　結果を活用した住家被害の調査・判定を早期に実施できるよう努め

るものとする。

28 （削除） 表記の整理

３～６（略） ３～６（略）

第５　情報の収集・連絡体制の整備 第５　情報の収集・連絡体制の整備
（略）

また、市及び県は被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動
情報等を迅速かつ正確に分析・整理・要約・検索するため、最新の情
報通信関連技術の導入に努めるものとする。
（追加）

29 　（削除）市及び県は被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活
動情報等を迅速かつ正確に分析・整理・要約・検索するため、最新の
情報通信関連技術の導入に努めるものとする。

また、通信が途絶している地域で、部隊や派遣職員等が活動する場
合を想定し、衛星通信を活用したインターネット機器の整備、活用に
努める。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

第６　救助・救急等に係る施設・設備等 第６　救助・救急等に係る施設・設備等

　人命救助にかかる救急車、救命ボート等の救助機器、担架、救命胴
衣等の救出救助用資機材について、有事の際にその機能が有効に運用
できるよう整備点検する。
（追加）
　また、負傷者が多人数にのぼる場合や輸送が途絶し、又は困難な場
合を想定し、応急救護用医薬品、医療資機材等の備蓄に努める。

30

　人命救助にかかる救急車、救命ボート等の救助機器、担架、救命胴
衣等の救出救助用資機材について、有事の際にその機能が有効に運用
できるよう整備点検する。

その際、車両や資機材を小型・軽量化するなど、被災地の道路状況
が悪い場合も想定した救助用資機材の整備に留意するものとする。
　また、負傷者が多人数にのぼる場合や輸送が途絶し、又は困難な場
合を想定し、応急救護用医薬品、医療資機材等の備蓄に努める。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

第７　避難所等 第７　避難所等

（略） （略）
１　避難所 １　避難所
（１）～（２）（略） （１）～（２）（略）
（３）指定避難所 31 （３）指定避難所
　　（略） 　　（略）

　なお、指定避難所となる施設において、あらかじめ、必要な機
能を整理し、（追記）備蓄場所の確保、通信設備の整備等を進め
るものとする。

　なお、指定避難所となる施設において、あらかじめ、必要な機
能を整理し、避難所内の空間配置図やレイアウト図などの施設の
利用計画を作成するよう努める。また、備蓄場所の確保、通信設
備の整備等を進めるものとする。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正



現　　　行 ページ 修　正　案

（４）避難所における必要面積の確保 （４）避難所における必要面積の確保
　市は、避難者の避難状況に即した最小限のスペースを、次のと
おり確保するとともに、避難所運営に必要な本部、会議、医療、
要配慮者等に対応できるスペースの確保にも努める。

32 　市は、内閣府が作成した「避難生活における良好な生活環境の
確保に向けた取組指針」を踏まえ、避難者の居住スペースを確保
するものとする。

（表削除）

※介護が必要な要配慮者のスペース規模は、収容配置上の工夫を
　行う。また、避難者の状況に応じた必要な規模の確保に努める

必要がある。

（削除）

（５）（略） 32 （５）（略）
（６）避難所が備えるべき設備 32 （６）避難所が備えるべき設備

　避難所には、内閣府が作成した「避難所における良好な生活環
境の確保に向けた取組指針」を踏まえ、（追記）テント、仮設ト
イレ、マンホールトイレ、毛布、段ボールベッド、パーテーショ
ン（追記）等の整備を図るとともに、マスク及び消毒液の備蓄に
努める。さらに、空調・洋式トイレなど要配慮者にも配慮した施
設・設備の整備に努める。（略）

　避難所には、内閣府が作成した「避難生活における良好な生活
環境の確保に向けた取組指針」を踏まえ、給水タンク、貯水槽、
防災井戸、テント、仮設トイレ、マンホールトイレ、毛布、段
ボールベッド、パーテーション炊き出し設備、入浴設備等の整備
を図るとともに、マスク及び消毒液の備蓄に努める。さらに、空
調・洋式トイレなど要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努
める。（略）

ア　情報受発信手段の整備：防災行政無線、携帯電話、（追記）
ファクシミリ、パソコン、拡声器、コピー機、テレビ、携帯ラジ

　オ、ホワイトボード、Ｗｉ－Ｆｉ等

ア　情報受発信手段の整備：防災行政無線、携帯電話、衛星通信を
　活用したインターネット機器、ファクシミリ、パソコン、拡声
　器、コピー機、テレビ、携帯ラジオ、ホワイトボード、Ｗｉ－
　Ｆｉ等

イ・ウ（略） イ・ウ（略）
（９）避難所の運営体制の整備 （９）避難所の運営体制の整備

ア～エ（略） ア～エ（略）
（追加） 33 オ 市は、避難所でのペット同行避難者の受入体制について検討

し、受入体制を住民へ周知徹底する。
防災基本計画の修正
を踏まえた修正

オ　感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対応を含
　め、平常時から防災対応部局と保健福祉担当部局が連携して取組
　を進めるとともに、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用等を
　含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努めるものとする。

カ　感染症対策について、（削除）平常時から防災対応部局と保健
　福祉担当部局が連携して取組を進めるとともに、必要な場合に
　は、ホテルや旅館等の活用等を含めて、可能な限り多くの避難所
　の開設に努めるものとする。

カ（略） キ（略）

「避難生活における
良好な生活環境の確
保に向けた取組指
針」を踏まえた修正

「避難生活における
良好な生活環境の確
保に向けた取組指
針」及び防災基本計
画の修正を踏まえた
修正

発災直後の一時避難段階 座った状態程度の占有面積 １㎡／人

緊急対応初期の段階 就寝可能な占有面積 ２㎡／人

避難所生活が長期化 荷物置場を含めた占有面積 ３㎡／人

5 ２０２５年修正事項一覧（風水害編）



6 ２０２５年修正事項一覧（風水害編）

現　　　行 ページ 修　正　案

（追加） （１０）避難者等の情報把握
市は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実

情に応じて実施している避難者等の状況把握の取組を円滑に行う
ことができるよう事前に実施主体間の調整を行うとともに、状況
把握が必要な対象者や優先順位付け、個人情報の利用目的や共有
範囲について、あらかじめ、検討するよう努めるものとする。

（１１）避難所以外で避難生活を送る避難者等への支援
ア　市は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等
　を受け入れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域
　の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等
　の支援のための拠点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策

を検討するよう努めるものとする。
イ　市は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生す
　る場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、車中泊避難を
　行うためのスペースを設置すること等、車中泊避難者の支援方策
　を検討するよう努めるものとする。その際、車中泊を行うに当た
　っての健康上の留意点等の広報や車中泊避難者の支援に必要な物

資の備蓄に努めるものとする。
（１０）（略） （１２）（略）

第８　食糧及び生活必需品等の確保 第８　食糧及び生活必需品等の確保
　市及び県は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援の時
期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の災害等
を踏まえて、必要とされる食料、飲料水（ペットボトル等）、生活必
需品、燃料、ブルーシート、土のう袋その他の物資についてあらかじ
め備蓄・調達・輸送体制を整備し、それら必要な物資の供給のための
計画を定めておくとともに、物資調達・輸送調整等支援システムを活
用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努めるものとする。

35

　市及び県は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援の時
期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の災害等
を踏まえて、必要とされる食料、飲料水（ペットボトル等）、生活必
需品、燃料、ブルーシート、土のう袋その他の物資についてあらかじ
め備蓄・調達・輸送体制を整備し、それら必要な物資の供給のための
計画を定めておくとともに、新物資システム（B-PLo）を活用し、あ
らかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努めるものとする。

表記の整理

（略） （略）

第１４　交通事業関係 第１４　交通事業関係

１　道路防災対策 １　道路防災対策
（追記） 42 （１）道路の交通機能の拡充及び防災構造化
（略） （略）
（追記） （２）アンダーパス部等の道路の冠水防止

アンダーパス部等の道路の冠水を防止するため、排水施設及び
排水設備の補修等を推進する。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

防災基本計画の修正
を踏まえた修正



現　　　行 ページ 修　正　案

第１０節　要配慮者の安全確保対策 第１０節　要配慮者の安全確保対策

第１　基本方針 第１　基本方針

（略） （略）
　なお、市は、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行
うため、地域住民、自主防災組織、民生委員、児童委員、介護保険事
業者、障害福祉サービス事業者、ＮＰＯ・ボランティア関係団体等の
多様な主体の協力を得ながら、（略）

49 　なお、市は、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行
うため、地域住民、自主防災組織、民生（削除）児童委員、介護保険
事業者、障害福祉サービス事業者、ＮＰＯ・ボランティア関係団体等
の多様な主体の協力を得ながら、（略）

福祉部からの修正

（略） （略）
※「民生委員、児童委員」 ※「民生（削除）児童委員」
記載ページ　P.49、P.51、P.110、P.122、P.129 記載ページ　P.49、P.51、P.110、P.122、P.129

第２　実施内容 第２　実施内容

１～６（略） １～６（略）
７　災害ケースマネジメント 54 ７　災害ケースマネジメント

　市及び県は、被災地支援の仕組みを担当する部署を明確にし、地
域の実情に応じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の
状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細や
かな支援を継続的に実施する取組）などの被災者支援の仕組みの整
備等に努めるものとする。

　市及び県は、被災者支援の仕組みを担当する部署を明確にし、地
域の実情に応じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の
状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細や
かな支援を継続的に実施する取組）などの被災者支援の仕組みの整
備等に努めるものとする。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

８（略） ８（略）
９　大規模工場等の所有者又は管理者における措置 55 （第２節第６へ移行）
（略）

１０　災害救助法の適用 ９　災害救助法の適用
　災害救助法が適用された場合、県が同法に基づく救助の実施機関
となるが、当該事務については市長への委任を想定しているため、
避難所の供与等の事務については、当該市が実施することとなる。
ただし、災害派遣福祉チーム（ＤＣＡＴ）（追記）の編成・派遣に
ついては、県が実施する。

　災害救助法が適用された場合、県が同法に基づく救助の実施機関
となるが、当該事務については市長への委任を想定しているため、
（削除）当該市が実施することとなる。ただし、災害派遣福祉チー
ム（ＤＷＡＴ）や災害支援ナースの編成・派遣については、県が実
施する。

表記の整理及び防災
基本計画の修正を踏
まえた修正

（略） （略）

第１１節　帰宅困難者支援体制の整備 第１１節　帰宅困難者支援体制の整備

第３　対策 第３　対策

１・２（略） １・２（略）
（追加） 56 ３　徒歩帰宅者支援の環境整備

県は、大規模災害時に徒歩で帰宅することとなった者の支援策と
して、民間事業者等との協定に基づく「徒歩帰宅支援ステーショ
ン」を設置する。

３　徒歩帰宅困難者への情報提供 ４　徒歩帰宅困難者への情報提供
　市（追記）は、企業、放送事業者、防災関係機関等との情報収集
により、徒歩帰宅困難者に対して支援ルートやコンビニエンススト
アなどの支援ステーションの情報提供に努める。

　市及び県は、企業、放送事業者、防災関係機関等との情報収集に
より、徒歩帰宅困難者に対して支援ルートやコンビニエンスストア
などの支援ステーションの情報提供に努める。

定義を明確化するた
めの修正

記載箇所見直しに伴
う修正

7 ２０２５年修正事項一覧（風水害編）



8 ２０２５年修正事項一覧（風水害編）

現　　　行 ページ 修　正　案

第１２節　（追記）自主防災組織（追記）・ボランティアとの連携 第１２節　消防団・自主防災組織の育成強化、ボランティアとの連携
防災基本計画の修正
を踏まえた修正

第１　基本方針 第１　基本方針

（略） （略）
　このため、市は、（追記）地域住民、施設、事業所等による自主防災
組織の設置を推進し、その育成に努める。

58 　このため、市は、消防団の充実強化を図り、地域住民、施設、事業所
等による自主防災組織の設置を推進し、その育成に努める。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

（略） （略）

第３　実施内容 第３　実施内容

（追記） 58 １　消防団の充実強化
市は、地域における消防防災の中核として重要な役割を果たす消

防団の充実強化に向けて、大規模災害等に備えた消防団の車両・資
　　機材・拠点施設の充実、処遇の改善、必要な資格の取得など実践的
　　な教育訓練体制の充実、青年層・女性層を始めとした団員の入団促
　　進等に取り組むものとし、地域住民と消防団員の交流等を通じ、消
　　防団員がやりがいを持って活動できる環境づくりを進めるよう努め

るものとする。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

１　自主防災組織 ２　自主防災組織
（略） （略）
２　ボランティア団体 ３　ボランティア団体
（略） （略）

第１３節　企業防災の促進 第１３節　企業防災の促進

第２　対策 第２　対策

１・２（略） １・２（略）
（追記） 62 ３　名古屋地方気象台における措置

名古屋地方気象台は、公共機関等に対し、防災体制の整備や事業
継続計画の策定等を支援するため、防災気象情報の活用についての
助言や普及啓発を行うものとする。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

第１４節　防災知識の普及 第１４節　防災知識の普及

第２　防災広報 第２　防災広報

（略） （略）
１～４（略） １～４（略）
５　過去の災害教訓の伝承 ５　過去の災害教訓の伝承

　市は、市民が過去の災害から得られた教訓を伝承するよう、その
重要性について啓発を行う。また、教訓を後世に伝えていくため、
災害に関する調査結果や各種資料を広く収集・整理し、適切に保存
するとともに、市民が閲覧できるよう公開に努めるものとする。さ
らに、国土地理院と連携して、災害に関する石碑やモニュメント等
の（追記）持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとす
る。

65

　市は、市民が過去の災害から得られた教訓を伝承するよう、その
重要性について啓発を行う。また、教訓を後世に伝えていくため、
災害に関する調査結果や各種資料を広く収集・整理し、適切に保存
するとともに、市民が閲覧できるよう公開に努めるものとする。さ
らに、国土地理院と連携して、災害に関する石碑やモニュメント等
の自然災害伝承碑が持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努める
ものとする。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正



現　　　行 ページ 修　正　案

第１６節　防災訓練 第１６節　防災訓練

（略） （略）

　その際、要配慮者の多様なニーズに十分配慮し、地域において要配慮
者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女の
ニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるとともに、
様々な複合災害を想定した図上訓練等を行い、各種対策や計画の見直し
に努める。

68

　その際、要配慮者の多様なニーズに十分配慮し、地域において要配慮
者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女の
ニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めることに加え、
家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮するよう努め
る。また、様々な複合災害を想定した図上訓練等を行い、各種対策や計
画の見直しに努める。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

（略） （略）

第３章　災害応急対策計画 第３章　災害応急対策計画

第２節　活動態勢（組織動員配備計画） 第２節　活動態勢（組織動員配備計画）

第５　関係機関等への協力要請 第５　関係機関等への協力要請

１（略） １（略）
２　広域応援・受援体制 81 ２　広域応援・受援体制
（１）～（８）（略） （１）～（８）（略）
（９）支援物資の円滑な受援供給体制の整備 （９）支援物資の円滑な受援供給体制の整備

ア　災害時の円滑な物流に向けた体制の検討 ア　災害時の円滑な物流に向けた体制の検討
　また、緊急輸送が円滑に実施されるよう、あらかじめ、運送事
業者等と物資の保管、荷捌き及び輸送に係る協定を締結するなど
体制の整備に努めるものとする。この際、市及び県は、災害時に
物資拠点から指定避難所等までの輸送手段を含めた体制が速やか
に確保できるよう、あらかじめ、適切な物資（追記）を選定して
おくよう努めるものとする。

　また、緊急輸送が円滑に実施されるよう、あらかじめ、運送事
業者等と物資の保管、荷捌き及び輸送に係る協定を締結するなど
体制の整備に努めるものとする。この際、市及び県は、災害時に
物資拠点から指定避難所等までの輸送手段を含めた体制が速やか
に確保できるよう、あらかじめ、適切な物資拠点を選定しておく
よう努めるものとする。

（追加） 　さらに、輸送協定を締結した民間事業者等の車両は、あらかじ
め緊急通行車両確認標章等の交付を受けることができることにつ
いて、周知及び普及を図るものとする。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

イ　受援体制の整備 83 イ　受援体制の整備
　市及び県は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅
速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体
制の整備に努めるものとする。特に、庁内全体及び各業務担当部
署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペース等の確
保を行うものとする。その際、感染症対策のため、適切な空間の
確保に配慮する。

　市及び県は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅
速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うため、以下の
ような受援体制の整備に努めるものとする。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

9 ２０２５年修正事項一覧（風水害編）



10 ２０２５年修正事項一覧（風水害編）

現　　　行 ページ 修　正　案

（追加） （ア）受援担当者の選定、執務スペース等の確保
　（削除）庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選
定や応援職員等の執務スペース等の確保を行うものとする。その
際、感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮する。

（イ）宿泊場所等の確保
応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応

援職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空きス
ペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場所とし
て活用可能な施設等のリスト化に努めるものとする。

（ウ）訓練等の実施
また、市及び県は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を

活用した応援職員の受け入れについて、活用方法の習熟、発災時
における円滑な活用の促進に努めるものとする。

（削除）市及び県は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度
を活用した応援職員の受け入れについて、活用方法の習熟、発災
時における円滑な活用の促進に努めるものとする。

ウ（略） ウ（略）
３・４（略） ３・４（略）

第３節　情報収集伝達 第３節　情報収集伝達

第２　気象警報等の発表、伝達 第２　気象警報等の発表、伝達

１　名古屋地方気象台が発表した特別警報・警報の伝達系統 86 １　名古屋地方気象台が発表した特別警報・警報の伝達系統
伝達系統図の更新

２～６（略） ２～６（略）



現　　　行 ページ 修　正　案

第３　災害情報及び被害情報等の収集伝達 第３　災害情報及び被害情報等の収集伝達

（略） （略）
＜災害対策本部尾張方面本部への連絡先＞
（表中）

98 ＜災害対策本部尾張方面本部への連絡先＞
（表中）

連絡先の変更に伴う
修正

第４節　広報 第４節　広報

第１　広報活動の内容 第１　広報活動の内容

（略） （略）
　市は、携帯電話等災害時緊急情報提供システム（一宮市あんしん・防
災ねっと）及び携帯電話緊急速報メール、地域貢献型自動販売機（メッ
セージボード搭載型）の活用を図るものとする。外国人等情報伝達につ
いて特に配慮を要する者に対する対応として、可能な限り多言語、簡単
な日本語による情報提供等も併せて行う。

101 　市は、携帯電話等災害時緊急情報提供システム（一宮市あんしん・防
災ねっと）及び携帯電話緊急速報メール（削除）の活用を図るものとす
る。外国人等情報伝達について特に配慮を要する者に対する対応とし
て、可能な限り多言語、簡単な日本語による情報提供等も併せて行う。

協定廃止による修正

（略） （略）

第７節　災害救助 第７節　災害救助

第２　救出 第２　救出

（略） 117 （略）
１（略） １（略）
２　応援協力関係 ２　応援協力関係
（１）（略） （１）（略）
（２）中部地方整備局及び高速道路会社における措置 （２）中部地方整備局及び高速道路会社における措置

　国土交通省緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）は、警
察・消防・自衛隊の部隊の円滑かつ迅速な進出、活動を支援する
ため、排水ポンプ車、照明車、衛星通信車（追記）等の派遣、土
砂災害その他の所管領域に関する部隊活動の安全確保のために助
言、被災地へのアクセス確保等を行うものとする。また、高速道
路のサービスエリア等を警察・消防・自衛隊の部隊の展開、宿
営、物資搬送設備等の拠点として使用させるなど、救出・救助活
動への支援を行うものとする。

　国土交通省緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）は、警
察・消防・自衛隊の部隊の円滑かつ迅速な進出、活動を支援する
ため、排水ポンプ車、照明車、衛星通信車現地へ派遣された隊員
等の宿泊等が可能な待機支援車等の派遣、土砂災害その他の所管
領域に関する部隊活動の安全確保のために助言、被災地へのアク
セス確保等を行うものとする。また、高速道路のサービスエリア
等を警察・消防・自衛隊の部隊の展開、宿営、物資搬送設備等の
拠点として使用させるなど、救出・救助活動への支援を行うもの

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

（３）・（４）（略） （３）・（４）（略）

県の非常配備 

体制 

第１非常配備
第２非常配備

（準備体制）

第２非常配備 

（準備強化体制） 

第２非常配備 

（警戒体制） 
第３非常配備 

尾張県民事務所 防災安全課 

（三の丸庁舎４階） 

災害対策センター 

（三の丸庁舎地下２階災害対策室） 

勤
務
時
間
内

防災行政

無線 

防災   602－1101,2432,2436,2437 

消防   602－2434,2438 

保安   602－2433,2435 

総括班   602－2901 

総務班   602－1101

情報班   602－1102,1105,1106

602－2428

緊急物資ﾁｰﾑ 602－2271,2313 

支援班   602－1107,2211,2296 

県の非常配備 

体制 

第１非常配備
第２非常配備

（準備体制）

第２非常配備 

（準備強化体制） 

第２非常配備 

（警戒体制） 
第３非常配備 

尾張県民事務所 防災安全課 

（三の丸庁舎４階） 

災害対策センター 

（三の丸庁舎地下２階災害対策室） 

勤
務
時
間
内

防災行政

無線 

防災   602－1101,2432,2436,2437 

消防   602－2434,2438 

保安   602－2433,2435 

総括班   602－2901 

総務班   602－2428

情報班   602－2211,2522,2602 

      （削除） 

緊急物資チーム  602-2271,2313 

支援班   602－2296
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12 ２０２５年修正事項一覧（風水害編）

現　　　行 ページ 修　正　案

第３　医療救護 第３　医療救護

（略） （略）
　このため、大規模災害については、より広く他の医療機関等の協力を
得なければ対応は到底不可能であるので、災害医療コーディネーター、
周産期リエゾン、透析リエゾン、（追記）医師会、日本赤十字社、歯科
医師会、薬剤師会、助産師会、災害拠点病院、災害拠点精神科病院等広
範囲な協力体制の確立に努めるとともに、管内の避難所等における医療
ニーズの把握に努める。

119 　このため、大規模災害については、より広く他の医療機関等の協力を
得なければ対応は到底不可能であるので、災害医療コーディネーター、
周産期リエゾン、透析リエゾン、災害看護コーディネーター、医師会、
日本赤十字社、歯科医師会、薬剤師会、助産師会、災害拠点病院、災害
拠点精神科病院等広範囲な協力体制の確立に努めるとともに、管内の避
難所等における医療ニーズの把握に努める。

医療法の改正を踏ま
えた修正

（略） （略）
１～３（略） １～３（略）
４　医薬品その他衛生材料等の確保 121 ４（略）

医療救護活動に必要な医薬品等は、最寄りの医薬品等販売業者か
ら調達することを原則とし、調達できない場合は、２次医療圏等の
区域ごとに設置される保健医療調整会議に調達を要請する。

市民部からの修正

保健医療調整会議は、災害発生後、圏内の医薬品等販売業者の被
害状況を速やかに把握するとともに、市から医薬品等について調達
の要請を受けた場合は、圏内の医薬品等販売業者に対し供給を要請
する。圏内での調達が不可能な場合は、保健医療調整本部に調達を
要請する。また、一宮市薬剤師会は市の要請に基づき医薬品等の供
給に協力する。
（略） （略）

第４　避難所の開設・運営 第４　避難所の開設・運営

（略） （略）
１～３（略） １～３（略）
４　避難所の運営管理 ４　避難所の運営管理
（１）～（３）（略） （１）～（３）（略）

（４）避難者のニーズを早急に把握し、避難所における生活環境に注
　　意を払い、良好な生活の確保に努めるとともに、避難者のプライ
　　バシーの確保に配慮すること。（追加）

122 （４）避難者のニーズを早急に把握し、避難所における生活環境に注
　　意を払い、良好な生活の確保に努めるとともに、避難者のプライ
　　バシーの確保に配慮すること。そのため、避難所開設当初から
　　パーティションや簡易ベッドを設置するよう努めるとともに、食
　　事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を

講じること。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

（５）～（７）（略） （５）～（７）（略）
（８）給食、給水、その他当面必要とされる物資の配給等、避難者へ
　　の生活支援については、公平に行うことを原則とし、迅速適切な
　　措置をとること。（追加）

（８）給食、給水、その他当面必要とされる物資の配給等、避難者へ
　　の生活支援については、公平に行うことを原則とし、迅速適切な
　　措置をとること。また、内閣府が作成した「避難生活における良
　　好な生活環境の確保に向けた取組指針」を踏まえ、栄養バランス

の取れた適温の食事の提供等質の確保にも配慮すること。

「避難生活における
良好な生活環境の確
保に向けた取組指
針」を踏まえた修正

　医療救護活動に必要な医薬品等は、管内の医薬品等販売業者から
調達することを原則とする。調達できない場合は、２次医療圏等の
区域ごとに設置される保健医療調整会議と調整の上、県保健医療調
整本部に調達を要請する。
　また、一宮市薬剤師会は市の要請に基づき医薬品等の供給に協力
する。



現　　　行 ページ 修　正　案

（９）避難所のハード面の問題や他の避難者との関係等から、在宅や
　　車中、テントなどでの生活を余儀なくされる要配慮者や、災害が
　　収まった後に家屋の被害や電気・水道・ガス等のライフラインの
　　機能低下により生活が困難になった在宅避難者に対して、その避
　　難生活の環境整備に必要な措置を講じること。
　　　なお、食物アレルギーや宗教上の理由等により食べられないも
　　のがある者について、「愛知県避難所運営マニュアル」を参考に
　　配慮すること。

（９）避難所のハード面の問題や他の避難者との関係等から、在宅や
　　車中、テントなどでの生活を余儀なくされる要配慮者や、災害が
　　収まった後に家屋の被害や電気・水道・ガス等のライフラインの
　　機能低下により生活が困難になった被災者等が一人ひとりの事情
　　や状況に応じて適切な場所で避難生活を送ることができるよう、
　　内閣府が作成した「在宅・車中泊避難者等の支援の手引き」を踏
　　まえ、避難生活の環境整備に必要な措置を講じること。
　　　なお、食物アレルギーや宗教上の理由等により食べられないも
　　のがある者について、「愛知県避難所運営マニュアル」を参考に
　　配慮すること。

「避難生活における
良好な生活環境の確
保に向けた取組指
針」を踏まえた修正

（追加） （１０）市は、在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者
　　　数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充
　　　等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を支援のため

の拠点の利用者に対しても提供するものとする。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

（追加） （１１）市は、車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合
　　　は、車中泊避難を行うためのスペースの避難者数、食料等の
　　　必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行
　　　うものとし、被災者支援に係る情報を車中泊避難を行うための
　　　スペースの避難者に対しても提供するものとする。この際、車
　　　中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよ

う努めるものとする。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

（１０）（略） （１２）（略）
（１１）必要に応じて、ペットの飼育場所の確保に努めるものとし、
　　　避難者が避難所へペットを連れてきた場合は、「避難所ペット
　　　登録台帳」に登録するとともに、飼育場所や飼育ルールを飼育
　　　者及び避難者へ周知・徹底を図ること。また、（追記）獣医師
　　　会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に
　　　努めるものとする。

123 （１３）必要に応じて、ペットの飼養場所の確保に努めるものとし、
　　　避難者が避難所へペットを連れてきた場合は、「避難所ペット
　　　登録台帳」に登録する（削除）。また、飼い主等からのペット
　　　の一時預かり要望への対応等について、獣医師会や動物取扱業
　　　者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとす
　　　る。

防災基本計画修正及
び環境省ガイドライ
ンを踏まえた修正

（追加） （１４）避難の長期化等必要に応じて、以下の項目等の把握に努め、
　　　栄養バランスのとれた適温の食事や、入浴、洗濯等の生活に必
　　　要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な措置を講
　　　じるよう努めるものとする。
　ア　プライバシーの確保状況
　イ　入浴施設設置の有無及び利用頻度
　ウ　洗濯等の頻度
　エ　医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度
　オ　暑さ・寒さ対策の必要性
　カ　食料の確保、配食等の状況
　キ　し尿及びごみの処理状況
　ク　避難者の健康状態

ケ　指定避難所の衛生状態

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

（１２）～（１３）（略） （１５）～（１６）（略）

13 ２０２５年修正事項一覧（風水害編）



14 ２０２５年修正事項一覧（風水害編）

現　　　行 ページ 修　正　案

第５　給水（市担当部　上下水道部） 第５　給水（市担当部　上下水道部）

（略） （略）
１　応急給水 123 １（略）

　現有する浄水場・配水場の水を利用し、応急給水を行う。
・給水対象及び給水量
　ア　給水対象は、災害により給水施設が損壊して、飲料水が得ら
　　れない被災者とする。
　イ　応急給水量は、次表に示すとおり被災後の経過日数ごとに、
　　目標水量及び運搬距離を定め、確保するよう求める。

　現有する浄水場・配水場の水を利用し、応急給水を行う。
・給水対象及び給水量
　ア　給水対象は、災害により（削除）飲料水が得られない被災者
　　とする。
　イ　応急給水量は、次表に示すとおり被災後の経過日数ごとに、
　　目標水量及び運搬距離を定め、確保するよう求める。

上下水道部より

（略） （略）
２　応急給水体制の確立 ２　応急給水体制の確立
（１）給水体制 （１）給水体制
ア　水道施設の被災により、水道の給水機能を継続できなくなった場
　合は、住民が必要とする最小限の飲料水を確保するため、応急給水
　活動を実施する必要がある。給水場所は、避難所、定置式給水タン
　ク、飲料水兼用型耐震性貯水槽等での給水を原則とする。

124 ア　水道施設の被災により、水道の給水機能を継続できなくなった場
　合は、住民が必要とする最小限の飲料水を確保するため、応急給水
　活動を実施する必要がある。給水場所は、避難所、定置式給水タン
　ク、飲料水兼用型耐震性貯水槽等での給水を原則とする。

上下水道部からの修
正

　この場合給水体制の班は、あらかじめ市内を地域別に分担し、迅
速かつ効率よく重要医療施設（追記）を含め、給水できるよう編成
する。

　この場合給水体制の班は、あらかじめ市内を地域別に分担し、迅
速かつ効率よく重要医療施設（災害拠点病院、救急病院、診療所
等）を含め、給水できるよう編成する。

　イ（略） 　イ（略）
（２）（略） （２）（略）

第７　生活必需品等の供給 第７　生活必需品等の供給

（略） （略）
　被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏ま
え、時宜を得た物資の調達・供給に留意するものとする。また、（追
記）夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地
の実情を考慮するものとする。

　被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏ま
え、時宜を得た物資の調達・供給に留意するものとする。また、避難所
における感染症拡大防止に必要な物資や家庭動物の飼養に関する資材を
はじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被
災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニーズ
の違いに配慮するものとする。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

（略） （略）
１～４（略） １～４（略）

第９　応急仮設住宅の設置と住宅の応急修理 第９　応急仮設住宅の設置と住宅の応急修理

災害により住家が全壊（全焼、流出、埋没）し、又は、土石、竹木等
の流入の被害を受け、自らの資力では住宅を確保できない被災者のた
め、応急仮設住宅の設置、公営住宅のあっせん及び被災住宅の応急修理
（追記）を実施し、住生活の安定に努める。

128

災害により住家が全壊（全焼、流出、埋没）し、又は、土石、竹木等
の流入の被害を受け、自らの資力では住宅を確保できない被災者のた
め、応急仮設住宅の設置、公営住宅のあっせん及び被災住宅の応急修理
（ブルーシートの展張等を含む）、を実施し、住生活の安定に努める。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

（略） （略）
１～３（略） １～３（略）
４　被災住宅の応急修理 ４　被災住宅の応急修理
（略） （略）
（１）住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理（追記）

130
（１）住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理（ブルーシート

の展張等）
防災基本計画の修正
を踏まえた修正

（略） （略）
（２）（略） （２）（略）



現　　　行 ページ 修　正　案

第１２節　防疫・保健活動 第１２節　防疫・保健活動

第３　実施内容 第３　実施内容

（略） （略）
１～４（略） １～４（略）
５　１類及び２類感染症の患者に対する措置 145 ５　一類及び二類感染症の患者に対する措置 市民部からの修正

　被災地において１類及び２類感染症の患者が発生した場合は、規
則第１０条から第１３条までに定めるところによる。

　被災地において一類及び二類感染症の患者が発生した場合は、規
則第１０条から第１３条までに定めるところによる。

６　避難所の保健指導等 ６　避難所の保健指導等
（１）～（４） （１）～（４）
（５）避難所の生活環境を確保するため、必要に応じ、仮設トイレを
　　早期に設置するとともに、（追記）被災地の衛生状態の保持のた
　　め、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等についても必要な措
　　置を講ずるよう努める。

146 （５）避難所の生活環境を確保するため、必要に応じ、仮設トイレを
　　早期に設置するとともに、内閣府が作成した「避難生活における
　　良好な生活環境の確保に向けた取組指針」を踏まえ、簡易トイ
　　レ、トイレカー、トイレトレーラー等のより快適なトイレの設置
　　に配慮するよう努めるものとする。また、被災地の衛生状態の保
　　持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等についても必
　　要な措置を講ずるよう努める。

「避難生活における
良好な生活環境の確
保に向けた取組指
針」及び防災基本計
画の修正を踏まえた
修正

７～１１（略） ７～１１（略）

第１８節　電気ガス等都市施設の応急対策 第１８節　電気ガス等都市施設の応急対策

第３　通信施設応急対策 第３　通信施設応急対策

○通信事業者 ○通信事業者
１・２（略） １・２（略）
３　電話施設及び電話回線に対する応急措置 ３　電話施設及び電話回線に対する応急措置
（１）・（２）（略） （１）・（２）（略）
（追加）

162

（３）非常用電源の整備等による通信設備の被災対策、地方公共団体
　　の被害想定を考慮した基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場
　　所の確保、応急復旧機材の配備、通信輻輳対策を推進するなど、
　　電気通信設備の安全・信頼性強化に向けた取組を推進することに
　　努めるものとし、特に、地方公共団体の庁舎等の重要拠点の通信

確保に配慮するものとする。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

（３）（略） （４）（略）
４・５（略） ４・５（略）

第７　ライフライン施設の応急復旧 第７　ライフライン施設の応急復旧

１（略） １（略）
２　ライフラインの復旧現場等へのアクセスルート上の道路啓開（追

記）
165

２　ライフラインの復旧現場等へのアクセスルート上の道路啓開及び
　空路の活用

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

　合同会議、調整会議等における対応方針等に基づき、道路管理者
は、ライフラインの復旧現場等までのアクセスルート上の道路啓開
を実施する。（追加）

　合同会議、調整会議等における対応方針等に基づき、道路管理者
は、ライフラインの復旧現場等までのアクセスルート上の道路啓開
を実施する。

また、陸路だけでなく、空路の活用に向けて関係機関と調整を図
るものとする。

15 ２０２５年修正事項一覧（風水害編）



16 ２０２５年修正事項一覧（風水害編）

現　　　行 ページ 修　正　案

第２６節　防災活動拠点の確保等 第２６節　防災活動拠点の確保等

第１　基本方針 第１　基本方針

（略） （略）
　物資の輸送拠点について、市及び県は、大規模な災害発生のおそれが
ある場合、事前に物資調達・輸送調整等支援システムを用いて備蓄状況
の確認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速
やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を
関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援の
ための準備に努めるものとする。（追加）

183 　物資の輸送拠点について、市及び県は、大規模な災害発生のおそれが
ある場合、事前に新物資システム（B-PLo）を用いて備蓄状況の確認を
行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに開
設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間
で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のための準
備に努めるものとする。また、物資拠点の効率的な運営を図るため、速
やかに、運営に必要な人員や資機材等を運送事業者等と連携して確保す
るよう努めるものとする。

表記の整理

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

第４章　災害復旧・復興 第４章　災害復旧・復興

第２節　公共施設の災害復旧事業 第２節　公共施設の災害復旧事業

第１　公共事業災害復旧事業 第１　公共事業災害復旧事業

　被災した公共施設の復旧にあたっては、原形復旧にとどまらず、被害
の状況とその原因を十分検討し、将来における災害の発生を防止するに
必要な改良復旧を行うことを原則として、更に関連する事業を積極的に
取り入れた計画を策定し、早期復旧を目標にその実施を図る。
したがって、災害復旧計画の策定にあたっては、緊急度の高いものから
直ちに復旧にあたり、可及的速やかに完了するよう施行の促進を図る。
（追加）

186

　被災した公共施設の復旧にあたっては、原形復旧にとどまらず、被害
の状況とその原因を十分検討し、将来における災害の発生を防止するに
必要な改良復旧を行うことを原則として、更に関連する事業を積極的に
取り入れた計画を策定し、早期復旧を目標にその実施を図る。
したがって、災害復旧計画の策定にあたっては、緊急度の高いものから
直ちに復旧にあたり、可及的速やかに完了するよう施行の促進を図る。

その際、道路管理者及び上下水道、電力、通信等のインフラ事業者
は、道路と生活インフラの連携した復旧が行えるよう、関係機関との連
携体制の整備・強化を図るものとする。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

［災害復旧事業の種類］ ［災害復旧事業の種類］
１　公共土木施設災害復旧事業
（１）河川災害復旧事業
（２）道路災害復旧事業
（３）（追記）下水道災害復旧事業
（４）公園災害復旧事業
２　農林水産業施設災害復旧事業
３　都市災害復旧事業
４　水道災害復旧事業
５　住宅災害復旧事業
６　社会福祉施設災害復旧事業
７　公立医療施設、病院等災害復旧事業
８　学校教育施設災害復旧事業
９　社会教育施設災害復旧事業
１０ その他の災害復旧事業

１　公共土木施設災害復旧事業
（１）河川災害復旧事業
（２）道路災害復旧事業
（３）上下水道災害復旧事業
（４）公園災害復旧事業
２　農林水産業施設災害復旧事業
３　都市災害復旧事業
（削除）
４　住宅災害復旧事業
５　社会福祉施設災害復旧事業
６　公立医療施設、病院等災害復旧事業
７　学校教育施設災害復旧事業
８　社会教育施設災害復旧事業
９ その他の災害復旧事業

上下水道部からの修
正



現　　　行 ページ 修　正　案

第２　暴力団等への対策 第２　暴力団等への対策

１　復旧・復興事業からの暴力団排除 １　復旧・復興事業からの暴力団排除
　警察は、復旧・復興事業への暴力団等の介入を阻止するために、
暴力団等の動向把握に努めるとともに、関係行政機関、被災地方公
共団体、業界団体等に必要な働き掛けを行うなど、復旧・復興事業
からの暴力団排除活動の徹底に努める。

186 　警察は、暴力団等が、被災地において復旧・復興事業に介入し資
金獲得活動を行うことを防止するため、暴力団等の動向把握を徹底
する。
　また、暴力団等による被災地における不法行為の徹底した取締り
と、関係機関、業界団体等が連携し、暴力団等が被災地における復
旧・復興事業に参入・介入することを防止するための取組を推進す
る。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

２（略） ２（略）
３　暴力団排除に関する広報活動等 （削除）

暴力団等による復旧・復興事業への介入状況等に関する広報を積
極的に行うとともに、暴力団員の不当要求行為等に関する情報提
供、相談に対して的確な対応を行う。

第３節　国による災害復旧事業に伴う財政援助の確保 第３節　国による災害復旧事業に伴う財政援助の確保

第３　災害復旧事業費等 第３　災害復旧事業費等

（略） （略）
１～１１（略） １～１１（略）
１２　水道施設の災害復旧費に対し、予算の範囲内で、災害復旧事業
　　費の２分の１を国庫補助する。

187 （削除） 公共土木施設災害復
旧事業費国庫負担法
改正に伴う修正

１３（略） １２（略）

第５節　被災者等の再建等の支援 第５節　被災者等の再建等の支援

第１～第４（略） 第１～第４（略）

（追加） 193 第５　中部管区行政評価局における措置
中部管区行政評価局は、被災者に対する各種支援措置の案内等に対

応する特別行政相談活動を行うものとする。

防災基本計画の修正
を踏まえた修正

上下水道部からの修
正

17 ２０２５年修正事項一覧（風水害編）


